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高萩市キャラクター はぎまろ

市民農園の利用者を募集します！

募集区画 ６区画（１区画当たり約10坪）　※申込多数の場合は抽選となります。

場　　所 赤浜1902-1【地図参照】

利用期間 ４月１日（木）～令和４年３月31日（木）まで
（最長５年間利用可能）

対 象 者 市内に住んでいる農業者以外の人 利 用 料 無料

申込期間
２月22日（月）～３月５日（金）　8：30～ 17：15
※土・日・祝日を除く
※印鑑をお持ちのうえ、農林課窓口（市役所２階）でお申し込みください。

　市では、気軽に野菜などを栽培する機会を市民のみなさんに提供することにより、農業に対する理解や関心を深めて
いただくことを目的として、「市民農園」を開設しています。
　休日や余暇を利用して「収穫の喜び」を実感してみませんか？

○問合せ　　「高萩市国土強靭化地域計画（案）」　危機対策課　　☎２３－２２１５
「第２次高萩市環境基本計画（案）」　環境衛生課　　☎２３－７０３１

　下記の計画案について、市民のみなさんからのご意見を募集します。

○申込み・問合せ　　農林課　　☎２３－７０３５

「高萩市国土強靭化地域計画（案）」　　　　　　
「第２次高萩市環境基本計画（案）」の意見公募

「高萩市国土強靭化地域計画案（案）」 「第２次 高萩市環境基本計画（案）」

内　　容

市では、大規模災害から市民の生命と財産を守り、
速やかな復旧・復興に資する施策を計画的に推進
するため、「高萩市国土強靭化地域計画」の策定
を進めております。

市では、市の環境だけではなく地球全体の環境を
守ることを意識し、豊かな環境の恩恵を受けた生
活を送り、その環境が将来の世代に継承されるよ
う、次期計画の策定を進めております。

募集期間 ２月26日（金）～３月11日（月）　※必着

計画（素案）の
閲　　覧　　場　　所

市ホームページまたは
危機対策課（市役所３階）

市ホームページまたは
環境衛生課（市役所２階）

意見を提出
で き る 人 市内に在住・在勤・在学の人または事務所・事業所を有する人および法人

意　　見
提出方法

任意の様式に住所・氏名・ご意見・連絡先をご記入の上、各窓口へ直接お持ちいただくか、郵送・
FAX・メールのいずれかでご提出ください。
※電話・口頭でのご意見はお受けできませんので、ご了承ください。

【窓　口】危機対策課（市役所３階）
【郵　送】〒318-8511（住所不要）
　　　　　高萩市役所　危機対策課　宛
【ＦＡＸ】２４－０６３６
【メール】kiki@city.takahagi.lg.jp

【窓　口】環境衛生課（市役所２階）
【郵　送】〒318-8511（住所不要）
　　　　　高萩市役所　環境衛生課　宛
【ＦＡＸ】２２－０１０６　
【メール】kankyou@city.takahagi.lg.jp

そ の 他 ※みなさんに寄せられたご意見に対して個別に回答は行いません。
　ご意見に対する市の考え方などは、お名前などの個人情報を除き、市ホームページで公表します。
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たかはぎシニア応援クーポン券のご使用は３月15日まで
　「たかはぎシニア応援クーポン券」の使用期間が間もなく終了します。
　※クーポン券は、使用期限を過ぎると使用することができませんので、必ず期限までにご使用ください。

「元気いばらき就職面接会」を開催します！
　令和２年度新卒者や若年者、離職されて求職中の人を対象に合同就職面接会を開催します。
　複数の企業の人事担当者と直接お会いできるチャンスですので、ぜひご参加ください。【参加費無料】

日　　時 ２月25日（木）　13：30～ 15：30　　【受付】13：00～

場　　所 ホテルレイクビュー２階　飛天の間（水戸市宮町1-6-1）
※来場は、公共交通機関をご利用ください（JR水戸駅南口から徒歩約２分）。

対 象 者 若年者や離職中の求職者　※事前申込不要 参加事業所 約30社

○問合せ　　高齢福祉課　　☎２２－００８０

３月１日～７日　春季全国火災予防運動
全国統一防火標語『その火事を  防ぐあなたに  金メダル』

　この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の普及を図ることで、火災の発生を防止し、
高齢者などを中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として実施するものです。
　家族一人ひとりの「慣れ」や「油断」から、火災を起こさないよう防火の重要性を十分に理解していただき、次のポ
イントを参考に日常の生活の中で火災予防に心がけましょう。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント

３つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

４つの対策

○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

◎住宅用火災警報器は10年を目安に交換しましょう！
○問合せ　　消防本部　予防課　　☎２２－２９１８

○問合せ　　県労働政策課  いばらき就職支援センター　　☎０２９－２３３－１５７６

「たかはぎ小規模企業者・個人事業主応援給付金」の
申請は２月末まで

　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した事業者（令和２年４月以降の連続する３か月の売上高が前年
同月比20％以上減少）に対する応援給付金の申請受付が間もなく終了します。申請がお済みでない対象事業者はお早
めに申請をお願いします。
　※県の営業時間短縮要請に伴う「協力金」を受けておらず、今後も受ける予定のない人が対象となります。

○問合せ　　観光商工課　　☎２３－７３１６
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